
 

 

 

 

 

 
 

令 和 ５ 年 度 事 業 計 画 書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人全日本トラック協会 

 

 

 
 

 

 



１ 

 

〔Ⅰ〕策定基調 

我が国の経済は、ウイズコロナの下、社会経済活動の正常化が進みつつあり、サービス

消費を中心に回復基調に向かって動き出している。 

一方、ロシアによるウクライナ侵略を背景とした国際的な原材料価格の上昇に加え、円

安の影響などから、エネルギー・食料品等の価格上昇が続き、世界的な景気後退への懸念

が高まっている。 

政府は「日本経済の再生」を最優先の課題とし、新しい資本主義の旗印の下で、「物価

高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」を重点分野として

取り組むこととしている。 

こうした状況の中で、「国民生活と経済のライフライン」としての重要な役割を担うト

ラック運送業界は、物流を維持していくために優秀な人材を確保するとともに、貨物自動

車運送事業法に係る時限措置延長への取り組みをはじめ、改正改善基準告示の周知並びに

「２０２４年問題」への適切な対応が図られるよう全力を傾注する。さらに、高速道路料

金の更なる割引など、使いやすい道路の実現に取り組むこととする。 

また、新技術を活用した物流ＤＸや物流標準化の推進など、物流のさらなる効率化に向

けて鋭意取り組むとともに、環境・ＳＤＧｓ対策を推進することとしている。 

以上を踏まえ、今後のトラック運送事業の進化・発展に向けて、令和５年度事業として

下記に示す最重点施策及び重点施策として１４本の柱を立て、諸活動を積極的に展開し、

我が国の経済とくらしを力強く支えていくこととする。 

 

 

 

【最重点施策】 

（１）貨物自動車運送事業法に係る時限措置延長への対応 

（２）「標準的な運賃」の活用等による適正なコスト収受等転嫁対策の推進 

（３）荷主対策の深度化の推進 

（４）燃料高騰対策等の推進 

（５）改正改善基準告示の周知並びに長時間労働の是正及び取引環境の改善等「２０２４

年問題」への適切な対応 

（６）多様な施策による良質なドライバーの人材確保 

（７）交通及び労災事故の防止対策の推進 

（８）高速道路料金の割引の拡充及び重要物流道路等広域道路ネットワークの整備など使

いやすい道路の実現 

（９）新技術を活用した物流ＤＸの推進 

 

【重点施策】 

（１）自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 

（２）環境・ＳＤＧｓ対策の推進 

（３）適正化事業等の推進による法令遵守の徹底 

（４）大規模災害発生時における緊急輸送体制の確立 

（５）パンデミックにおける適切な対応 
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〔Ⅱ〕事業計画 

【最重点施策】 

（１）貨物自動車運送事業法に係る時限措置延長への対応 

  ①貨物自動車運送事業法に係る「標準的な運賃」及び「荷主対策の深度化」の時限措

置延長等への対応 

・「標準的な運賃」及び「荷主対策の深度化」について、時限措置の延長を強力に推進

する。そのため、事業者や荷主に対し実態調査を実施し、改正事業法施行後の状況を

把握する。 

 

（２）「標準的な運賃」の活用等による適正なコスト収受等転嫁対策の推進 

①「標準的な運賃」の活用及び原価管理の徹底等による適正なコスト収受等転嫁対策 

及びパートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージの推進 

・トラック運送業界の健全な発展のために必要な制度である「標準的な運賃」及び「燃

料サーチャージ」のほか、高速道路料金や附帯作業料・待機時間料など実費について、

事業継続に必要なコストが収受できるよう積極的に広報・周知活動を行う。 

・パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ※に基づき、

特に労務費やエネルギーコストの上昇分が取引価格に転嫁できるよう、転嫁対策を

推進する。また、パートナーシップ構築宣言の普及に向けて積極的に対応する。 

・標準的な運賃と自社原価の関連を踏まえた交渉方法など、標準的な運賃の活用によ

って適正運賃収受に繋がるセミナー等を開催するとともに、業界の指標となる経営

分析報告書の作成と個別企業に対する経営診断助成を行う。 

※労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できる環境を整備するため、内

閣官房、消費者庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び公正取引委員会が緊密に連携

した政府一体となった取り組み。 

 

（３）荷主対策の深度化の推進 

①荷主対策の深度化の推進 

・事業者の違反原因行為に関する荷主情報の収集を図るため、会員事業者、ドライバー

等に対し、国土交通省の意見投稿サイトの積極的な周知を図る。 

・国土交通省と連携し、事業者の違反原因行為に関する荷主情報を収集する。 

 

（４）燃料高騰対策等の促進 

①燃料高騰対策並びに燃料サーチャージ導入の促進 

・燃料サーチャージについて、事業者が収受できる環境を整備するため、標準的な運賃

の告示に位置づけされるよう要請することに加えて、その収受に向けて、Web広告や

リーフレットの配布等荷主への浸透を図るための施策を展開する。 

・政府与党及び行政機関等に対し、燃料油価格激変緩和事業や新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金の継続について、強力に要請する。 
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②自家用燃料供給施設整備支援助成事業及び燃料費対策特別融資等の実施 

・自家用燃料供給施設への助成を実施し、大災害等緊急輸送時における燃料供給体制

を整備する。また、最新の排出ガス規制適合車の導入及び物流施設等の整備のための

近代化基金融資を推進し、当該利子補給を行う。 

・各都道府県信用保証協会のセーフティネット保証を受ける際に支払う保証料の助成

事業を行う都道府県トラック協会に対して補助を行う。 

③石油製品価格動向調査の実施 

・石油製品価格の動向を調査し、石油製品及び石油製品間の需給動向や価格の変動要

因について分析を行い、対応策を検討する。 

 

（５）改正改善基準告示の周知並びに長時間労働の是正及び取引環境の改善等「２０２４

年問題」への適切な対応 

①改正改善基準告示の周知に係る対応 

・改正改善基準告示の内容について、説明会等を通じて、会員事業者に周知徹底を行

い、令和６年４月からの施行に向け遺漏なき対応を図る。 

・改正改善基準告示に関し、荷主や一般消費者等に対し、Web広告やリーフレットの配

布等により荷主等への理解促進を図るための環境整備を行う。 

②長時間労働の是正及び取引環境の改善等働き方改革関連法への適切な対応 

・国土交通省及び厚生労働省と連携を図り、中央及び都道府県の協議会が引き続き適

確に運営されるよう地方協議会における事業を支援する。 

・２０２４年問題への対応を図るため、時間外労働上限規制への対応状況等の実態把

握を行うとともに、関係行政機関や関係団体等との連携を図り、商慣習の見直しに向

け、着荷主を含む荷主や一般消費者等への理解促進を図るための環境整備を推進す

る。 

③ホワイト物流推進運動など荷主との連携による生産性向上に向けた取り組みの実施 

・「ホワイト物流」推進運動や輸送品目別ガイドラインについて、荷主やトラック運 

送業界に引き続き周知・普及促進を図り、生産性向上に向けた取り組みに対し、積 

極的な対応を図る。 

 

（６）多様な施策による良質なドライバーの人材確保 

①若年層、女性及び高齢者の採用等を含めた労働力確保及び育成・定着対策の推進 

・受験資格特例教習受講及び準中型免許取得・５トン限定準中型免許限定解除に係る

費用に対する支援を行い、若年ドライバーの確保を図る。 

・人材確保に向けた職場環境改善を促進するため、「運転者職場環境良好度認証（働き

やすい職場認証）」取得の支援及び会員事業者の採用ホームページ開設に対する支援

を行う。 

・インターンシップ登録サイトの充実、インターンシップ実施事業者への支援を図る

とともに、高等学校等へのインターンシップ活用の周知を行い、高校生等に対する

業界への採用促進を図る。 

・トラック業界の労働力を確保し、定着を図るために、若年者、女性及び高齢者を含め

た採用活動、採用後の労務管理等のマニュアルを作成、人材確保セミナーを通じ事業
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者への支援を図る。加えて、労働力確保に係る対外的な広報活動並びに積極的なＰＲ

方策を展開する。 

②外国人労働者の導入に向けた検討策の推進 

・外国人労働者の導入に向け、国内免許の取得や政府の有識者会議における制度見直

しなどの課題はあるものの、一連のドライバー業務を外国人在留資格の「技能実習」

に追加することについて引き続き関係機関と調整を進める。また、労働力確保を目

的とした「特定技能」についても、関係機関と調整を進める。 

③事業後継者等の育成 

・将来のトラック業界を担う優秀な人材を育成するため、物流経営士の認定、研修及び

中小企業大学校講座受講を促進する。 

・青年部会において、社会貢献活動や他業種青年組織との交流を通じて、事業後継者並

びに青年経営者の育成を図る。また青年経営者等の先進的な事業取り組みに対する

支援を行う。 

・女性の職業生活における活躍を推進するため、女性部会において、実務に即した研

修事業及び社会貢献活動等を実施し、女性の採用・育成・定着に有効な施策の検討

を行う。 

・事業承継の方法や好事例をまとめた冊子を活用し、事業後継者の確保・育成に悩む

中小事業者への支援を行う。 

④運転免許制度等に係る諸課題への対応策の検討 

・19 歳でも大型免許取得可能な「特例教習制度」について周知を図るとともに、中・

大型車への「ＡＴ限定免許」制度創設について、関係機関に働きかけることにより、

トラック運送業界への新たな人材確保につながる取り組みを推進する。 

・運転免許制度を含めたトラック運送業界における人材確保に係わる課題について対

応策を検討し、女性や次世代を担う若年労働者層、ドライバー未経験者等の求職者

に対し、トラック運送業界の社会的役割等を積極的にＰＲし、職業としての魅力を

アピールする。 

 

（７）交通及び労災事故の防止対策の推進 

○交通事故防止対策 

①事業用トラックによる交通事故実態の把握と要因分析及び事故防止対策の啓発 

・車籍別、発生地域別、車両区分別、道路区分別等詳細に交通事故実態を分析・把握

し、有効な事故防止対策を図る。 

・「トラック事業における総合安全プラン２０２５」の目標達成に向け、各都道府県

トラック協会と連携し、事故分析結果に基づくより実効性のある各種セミナーを通

じた事故防止対策を促進する。 

・ドライバー等安全教育訓練促進助成事業の対象施設の拡充を図り、ドライバー教育

テキストを活用したトラックドライバーの初任運転者等に対する教育指導体制の強

化等により、交通事故防止の実効性向上を図る。 

・「車輪脱落事故防止キャンペーン」などを通じ、車輪脱落事故防止対策の徹底を図

る。特に、車輪脱落事故防止のための増し締めの徹底を期すため、トルクレンチを

有しない事業所への保有を促進する。 
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②飲酒運転根絶に向けた取り組みの強化 

・全ト協が作成した「飲酒運転防止対策マニュアル」を活用し、運転者等に対するア

ルコール検知器の携行、酒気帯びの有無の測定方法及び測定結果の確実な報告等に

ついて指導を徹底し、事業用トラックが関係した飲酒運転事故事例を周知するなど

して、飲酒運転根絶意識の向上を図る。 

・飲酒運転根絶に向けた各都道府県の取り組み事例について情報の共有化を図り、飲

酒運転根絶に向けた効果的な取り組みを積極的に展開する。 

・また、交通対策委員会の決議を踏まえ、トラックドライバーへの飲酒運転しないこ

との宣言書署名など、会員事業者等と連携した取り組み強化を図る。 

③安全対策機器等の普及促進 

・先進安全自動車（ＡＳＶ）の普及拡大を図り、車両周辺の安全確認支援装置、アル

コールインターロック装置など安全対策機器の導入促進を図る。 

④運行管理の高度化への対応 

・運行管理に活用可能な情報通信技術（ＩＣＴ）の進展に合わせ、運行管理における安

全性の向上、労働環境の改善、人手不足の解消等に資するＩＣＴ技術の活用を図る。 

・ＩＴ点呼、遠隔点呼、ＡＩロボット等を活用した自動点呼の普及促進により、運行管

理の効率化に取り組む。 

・自動点呼にかかる支援機器及びシステム等の導入を支援する。 

  ⑤「運輸安全マネジメント」の普及拡大 

・運輸安全マネジメントについて、一層の定着と取組みの深度化、高度化を図るため、

官民一体で取り組む普及・啓発活動を推進する。               

⑥駐車問題見直しへの対応 

・貨物集配中の事業用トラックに係る駐車規制の見直しに伴う諸課題について情報収

集に努め、必要に応じ、改善に向けた関係機関への働きかけを行う。 

⑦全国トラックドライバー・コンテストの実施 

・安全意識ならびに運転技能の向上を図るため「全国トラックドライバー・コンテス

ト」を実施する。 

⑧トラックステーションの管理運営 

・長距離運行トラックの安全運行確保を目的とした、トラックステーションの管理運

営について、利用実態を踏まえた運営方法の見直しや施設の閉鎖・売却を行うなど

運営の効率化を図りつつ、施設の経年劣化に応じた大・中規模の修繕を行い、利用

者が快適に施設を利用できるよう計画的な保全及び運営に努める。 

・トラックステーションにおけるアイドリングストップ並びにごみの不法投棄禁止の

徹底を期すなど、業界のイメージ・アップを目指し環境啓発活動を推進する。 

○労働対策 

①過労死等防止対策の推進 

・「過労死等防止計画」の具体的な行動計画に基づき、引き続き関係者が一丸となっ

て過労死等防止対策を推進する。 

・セミナーや、啓発資料等を通じ、過労死等防止に向けた意識の高揚を図り、過労死

等防止対策を普及促進する。 
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②健康状態に起因する事故及びメンタルヘルス対策の推進 

・ドライバーの睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）スクリーニング検査に対する助成を行

い、セミナー等を通じて、ＳＡＳ対策の普及・強化に努める。 

・「トラック運送事業者のための健康起因事故防止マニュアル」等を活用したセミナ

ーや、血圧計の普及等ドライバーの生活習慣病対策を通じて、健康起因事故防止対

策を推進する。 

・精神疾患による過労死事案の分析を行い、メンタルヘルスに関する対応策を検討す

る。 

・中小トラック運送事業者のための健康管理システム（運輸ヘルスケアナビシステ

ム）について、導入・活用を推進する。 

③労働災害防止、荷主対策の推進 

・荷主先を含めた労働災害の発生状況等の実態を調査分析・把握するため、陸上貨物

運送事業労働災害防止協会等関係機関との連携を図りつつ、第１４次労働災害防止

計画（２０２３～２０２７）を踏まえた労働災害防止に取り組む。 

・安全衛生管理の徹底と、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラ

イン」の周知・徹底を図る。 

④フェリー利用等の推進に向けた対策 

・北海道・四国・九州～本州間等のフェリー利用等について、高速道路料金の割引に相

当する助成制度の創設の要望など、フェリー利用等の推進に向けた対策の検討を行

う。 

 

（８）高速道路料金の割引の拡充及び重要物流道路等広域道路ネットワークの整備など使

いやすい道路の実現 

①大口・多頻度割引の実質５０％の割引への拡充 

・トラック輸送にとって、高速道路の利用は、ドライバーの拘束時間短縮等働き方改革

の実現、輸送時間の短縮及び定時制の確保等生産性の向上の実現に不可欠なもので

ある。トラック輸送が国民生活と経済のライフラインとしての機能を果たすため、大

口・多頻度割引の実質５０％割引の適用について、政府・与党等に対し要望活動を行

う。 

②高速道路料金の更なる割引等の拡充 

・平成２６年４月より導入されている３つの料金水準の期限が令和５年度末とされて

いるが、より一層の利用重視の観点から、料金水準の引き下げについて要望活動を行

う。 

・高速道路料金の更なる割引について、トラックの利用促進を図り、輸送効率の改善及

び一般道の交通安全・環境面の維持を図るため、政府・与党等に対し要望活動を行う。 

・一般道や混雑する高速道路から、通行量の少ない高速道路への転換促進を図るため

の料金・割引制度が設けられるよう要望を行う。 

③「重要物流道路」の追加指定や機能強化の推進 

・大型トラックがスムーズに走行できる環境の実現に向けて、重要物流道路の追加指

定及び指定された区間の道路整備が早期完成・供用されるよう、国土交通省等に対

し要望活動を行う。 

④高速道路等ネットワークの積極的な整備推進及びミッシングリンクの解消 

・トラック輸送ニーズに対応した、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保する
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ため、ミッシングリンクの解消や迂回可能なダブルネットワークの構築等、高速道路

及び一般道路が連携した全国道路ネットワークの積極的な整備推進について、都道

府県トラック協会や地元自治体等と連携し、国土交通省等に対し要望活動を行い、

「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成」や「グリーン社会の実現」を図る。 

⑤高速道路における暫定２車線の４車線化など安全対策及び渋滞対策の推進 

・より安全に高速道路を利用し、輸送時間の短縮等高速道路の持つ効果が最大限に発

揮されるよう、暫定２車線の４車線化などの安全対策及び渋滞対策の推進に向け

て、都道府県トラック協会や地元自治体等と連携を図り、国土交通省等に対し要望

活動を行う。 

⑥ＳＡ・ＰＡ、道の駅における駐車スペースや休憩・休息施設の整備・拡充 

・労働関係法令の遵守及び労働環境改善のために必要な施設として、ＳＡ・ＰＡ、道の

駅における大型車又は特大車用の駐車スペースや、休憩・休息施設となる建屋内設備

の整備・拡充、特にシャワー施設の設置箇所拡大について、国土交通省等に対し要望

活動を行う。 

⑦中継物流拠点の整備・拡充等による中継輸送の推進 

・ドライバーの長時間労働の抑制等働き方改革の推進のため、中継物流拠点（コネクト

エリア）の設置箇所を拡大するよう、国土交通省等に対し要望活動を行う。 

⑧道路通行及び車両に関する制度の簡素化及び規制緩和要望の推進 

・特殊車両通行許可に付される通行時間帯条件の緩和など車両制限令や道路運送車両

の保安基準、道路交通法施行令について、各種規制の緩和、手続きの簡素化・迅速化

等について改善方策の検討を進め、国土交通省や警察庁に対し要望活動を行う。 

・軸重に関する諸課題について、関係機関と連携して適正な改善を図る。 

・特殊車両通行確認制度における、道路関連データのデジタル化の促進や利用しやす

い手数料水準について、国土交通省に対し要望活動を行う。 

 

（９）新技術を活用した物流ＤＸの推進 

①自動運転及び環境対応車等の新技術への対応 

・２０５０年のカーボンニュートラルに向けた国の施策をうけて、電気トラック、燃料

電池（水素）トラックの導入・普及に向けた課題等の整理を行い、適宜、関係機関に

対して要望を発信する。 

・ドライバー不足や生産性向上等に資する自動運転など新技術を活用した物流の効率

化等の推進について、実用化に向けた課題等の整理を行い、適宜、関係機関に対して

要望を発信する。 

②ＩＴ化の推進並びに情報セキュリティ対策の対応 

・中小トラック運送事業者を対象とした情報化支援諸施策を行う。また、先進活用事例

や情報セキュリティ対策等を幅広く周知するとともに、セミナーを開催するなどＩ

Ｔ活用の推進を図り、事業者における人材不足や業務効率化に資するための生産性

向上等を支援する。 

・輸送効率向上とＩＴ化を促進するため、求荷求車情報ネットワーク事業を支援する。 
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③新・総合物流施策大綱に基づく物流ＤＸ及び物流標準化の推進 

・「総合物流施策大綱（2021年度～2025年度）」の柱のひとつである物流ＤＸを推進す

るため、国土交通省が設置した官民物流標準化懇談会等に積極的に参画するととも

に、関係行政機関や関係団体等と連携を図り、物流ＤＸによる生産性向上に向けた取

り組みを進めていく。また、物流標準化を進めるため、パレット化の促進及び規格統

一化等について検討を進め、その対策について普及を図り生産性向上に努める。 
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【重点施策】 

（１）自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 

①自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 

  ・自動車関係団体と連携を図り、政府与党等に対し要望・陳情活動を積極的に展開す

る。また、営業用トラックに対して新たな税負担となるような議論が生じた場合に

は、これを阻止するための要望・陳情活動を行う。 

  ・特に、走行距離課税の導入については反対の立場に立ち、自動車関係団体と連携を

図り活動を行う。 

 

（２）環境・ＳＤＧｓ対策の推進 

①「環境ビジョン 2030」の推進 

・環境基本行動計画「環境ビジョン 2030」を踏まえ、次世代自動車の導入支援、輸送

の効率化の推進、アイドリングストップの徹底等脱炭素化に向けた環境啓発活動を

推進する。 

②ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への対応 

・「環境ビジョン 2030」の行動メニューとＳＤＧｓの関連性の理解促進を図りつつＳＤ

Ｇｓ達成に向けた取組を推進する。 

③エコドライブの徹底に向けたＥＭＳ機器等の導入及びアイドリングストップ支援機

器の普及促進 

・燃料消費量の削減効果が高いデジタル式運行記録計などＥＭＳ機器等の導入のため

の補助事業を促進する。 

・車載式エアヒータ、バッテリー式冷房装置等アイドリングストップ支援機器導入の

ための事業を実施する。 

④環境対応車の普及促進 

・環境対応車である天然ガス及びハイブリッド並びに電気トラックの導入を促進する

事業を実施する。 

 

（３）適正化事業等の推進による法令遵守の徹底 

①巡回指導等の充実強化による法令遵守の徹底 

・巡回指導は、総合評価がＥ及びＤなどの事業者に重点化して実施し、法令遵守の徹

底を図る。 

・巡回指導の結果、法令を遵守しない悪質事業者に対する早期監査、行政処分を実施

する地方実施機関と地方運輸局・支局との連携スキームを推進する。 

・法令を遵守しない悪質事業者への早期監査を支援するため、巡回指導結果について、

運輸支局等に適正化情報処理システムを通じた迅速な情報提供を行う。 

・関係行政機関と連携し、速報制度並びに新規参入事業者に対する新規巡回指導及び

労基特別巡回指導等への的確な対応を図る。また、巡回指導を通じて、働き方改革関

連法や改正改善基準告示の周知を図るとともに、改正貨物自動車運送事業法の遵守

の徹底を図る。 
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・巡回指導を通じて、社会保険等の未加入・未納事業者に対し、社会保険等の加入及

び保険料の納付の徹底を的確に指導する。 

・適正化事業指導員の専任化を推進するとともに、地方実施機関の指導体制の強化を

図る。 

②安全性評価事業（Ｇマーク制度）の積極的な推進及び普及促進策の実施 

・「貨物自動車運送事業安全性評価事業（Ｇマーク制度）」について、引き続き関係行政

機関や地方実施機関と連携し、円滑な推進を図る。 

・Ｇマーク制度に係る評価項目の見直し及び長期認定取得者の差異化を図るとともに、

新たに電子申請を導入し、申請者の利便性向上並びに審査の効率化を図る。 

・Ｇマーク制度の普及促進のため、巡回指導を通じて普及啓発を図るとともに、Ｇマー

クラッピングトラック等による広報啓発活動の展開、荷主等に対するＧマークの安

全優位性についての周知及びＧマーク取得事業所に対するインセンティブの拡充に

努める。 

・Ｇマークステッカーの「有効期限切れ」や「廃車時」の剥離の徹底等、ステッカーの

適正な管理を推進する。 

③適正化事業指導員に係る研修事業の充実及び更なる資質の向上 

・全国研修では、実践的な調査技術や専門的知識の修得等、指導実務に即した研修を開

催する。特に、特別研修及びスキルアップ研修は、時宜を得たテーマを設定し研修の

高度化を図る。 

・運輸局、運輸支局との官民合同の地方ブロック研修を実施し情報の共有を図るとと

もに、地域の諸課題について討議を行う。 

・全国研修を補完する小規模グループ研修や巡回指導の実態調査等により、巡回指導

の指針、マニュアルの徹底を図り、評価手法の全国均一化を推進する。 

・適正化事業指導員の更なる資質の向上を図るため、運行管理者資格の取得を積極的

に推進する。 

 

（４）大規模自然災害発生時等における緊急輸送体制の確立 

①大規模自然災害発生時等における緊急物資輸送体制の確立及び迅速な対応 

・全ト協「防災業務計画」に基づき、必要な体制整備を推進する。また、これまでの大

規模自然災害対応等を踏まえつつ緊急物資輸送体制の確立を図り、迅速な対応に向

けて、指定公共機関６社及び各都道府県トラック協会との連携を強化する。 

・指定公共機関と連携し、国等の関係機関の訓練に積極的に対応する。また、全日本ト

ラック協会と各都道府県トラック協会間の緊急通信体制の整備及び情報伝達の訓練

を行う。 

・トラック運送事業者及び協同組合の自家用スタンドを活用した緊急給油ネットワー

クの整備を推進する。 

・高病原性鳥インフルエンザ、豚熱等の発症が確認された地域において、地方自治体等

からの防疫資機材等の輸送依頼への適切な対応が行えるよう、関係のトラック協会

との情報共有を適宜実施する。 

②大規模自然災害発生時に備えた災害物流専門家の育成など防災マネジメントの普及 

拡大 
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・会員事業者や都道府県トラック協会役職員等を対象とした研修を開催し、災害物流

専門家の育成に努める。 

・災害物流専門家の育成に当たり、各都道府県トラック協会と会員事業者との連携及

び自治体との情報共有のあり方について検討を進める。 

・自然災害への対応にあたって、運輸事業者が参考とすべき考え方をまとめた「運輸 

防災マネジメント指針」について、官民一体で取り組む普及・啓発活動を推進する。 

 

（５）パンデミックにおける適切な対応 

①パンデミックにおける適切な対応 

・国民生活と経済を支える持続的な物流の確保を図るため、トラックにおける新型コ

ロナウイルス感染予防対策ガイドラインの周知徹底を図る。 

 

（６）その他 

①各種広報媒体を活用した対外的なＰＲ対策の積極的な推進及び機関紙等による関係

行政機関、関係団体、会員事業者等への啓発・情報伝達 

・地元テレビ局等でのＰＲのため、労働力確保および業界イメージ向上のためのテレ

ビＣＭ素材を制作し、各都道府県トラック協会およびブロック協会に配布する。 

・若年者が集う全国の主要都市（札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、

福岡の９ヶ所）の大型街頭ビジョンや映画館、ＳＡ・ＰＡや電車内のデジタルサイネ

ージ等の各種媒体を活用して上記テレビＣＭ素材を放映し、若年労働力確保のため

の積極的なＰＲを行う。 

・機関紙「広報とらっく」（毎月１日・１５日発行：年間２３回、１回の発行部数 ５５，

０００部）を発行し、紙媒体のほかホームページにも電子版を掲載することにより、

会員事業者が必要とする情報をタイムリーに提供するとともに、関係行政機関、荷主

企業、一般にも広く業界の活動をＰＲする。 

・ホームページやＹｏｕＴｕｂｅ、ＳＮＳ等の各種デジタル媒体を積極的に活用し、多

様化する情報ニーズに幅広く対応する。 

・１０月９日「トラックの日」を中心に全国紙、業界紙、ホームページ等各種メディア

を活用するとともに、全国統一ポスターを作成・配布するなど、エッセンシャルワー

カーとしてのトラック輸送の重要性を広く一般に周知する広報活動を展開する。 

・荷主等に対し２０２４年問題をはじめとしたトラック運送業界の現状を訴えるとと

もに新たな改善基準告示、適正取引の推進、標準的な運賃の収受、安全性評価事業

（Ｇマーク制度）、引越事業者優良認定制度（引越安心マーク）の普及に向けて、各

種メディアへのＰＲ活動を展開する。 

・将来の業界を担う優秀な人材を確保するため、各種コンテンツを活用し、くらしと経

済を支えるライフラインであるトラック輸送の役割を周知する。 

②引越事業者優良認定制度の推進と消費者サービス向上に向けた支援 

・引越事業者優良認定制度の普及促進を図り、一般消費者の認知度を向上させるため

の積極的な周知活動を行う。 

・一般消費者からの輸送相談に対し、関係行政機関、法律専門家等との連携により迅

速・丁寧な対応に努める。 
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また、優良認定事業者のサービス品質の向上を図るため、お客様対応責任者研修にお

いて輸送相談内容をフィードバックし、消費者トラブルへの適切な対応に努める。 

・引越講習（引越基本講習、引越管理者講習）を開催し、標準引越運送約款や関係法  

令等、引越運送事業者として必要な知識の周知徹底を図る。 

更に、引越講習認定講師の確保・育成に取り組む。 

・引越繁忙期におけるサービスレベルや輸送品質を保持するため、分散引越について

一般消費者や企業・国等に対し幅広い周知活動を推進する。 

③全ト協・都道府県トラック協会の会員及び役職員等に対する研修の充実及び能力の

開発 

・新規に採用された若手職員等に対して、トラック運送業界の基本的な知識の習得や

現場研修を通じて職員として必要な能力を身につけるための研修を実施し、能力の

向上を図る。 

④海外関係団体・関係機関との交流の促進 

・ＩＲＵ（国際道路輸送連盟）をはじめとした海外の行政機関及び関係団体等との交流

を促進する。 

 


